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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】溶接による高い接合強度を得ることができ、し
かも施工現場に制限されることなく簡単に上下杭を接合
することができる鋼管杭の継手管を提供する。
【解決手段】鋼管杭の上杭及び下杭を接合するための継
手管１であって、外径が最も大きい軸線方向の中間部２
と、中間部２の両端にそれぞれ連らなって形成され、外
径が中間部の外径よりも小さい第１縮径部３と、第１縮
径部３の端に軸線に直角な環状段差面６を介して連らな
って形成され、外径が第１縮径部３よりも小さくかつ鋼
管杭の内径と略等しく、該鋼管杭が嵌合される第２縮径
部４とを備えたことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼管杭の上杭及び下杭を接合するための継手管であって、
　外径が最も大きい軸線方向の中間部と、
　この中間部の両端にそれぞれ連らなって形成され、外径が中間部の外径よりも小さい第
１縮径部と、
　この第１縮径部の端に軸線に直角な環状段差面を介して連らなって形成され、外径が第
１縮径部よりも小さくかつ鋼管杭の内径と略等しく、該鋼管杭が嵌合される第２縮径部と
　を備えたことを特徴とする鋼管杭の継手管。
【請求項２】
　前記中間部の端と前記第１縮径部は環状テーパ面を介して連なっていることを特徴とす
る請求項１記載の鋼管杭の継手管。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、鋼管杭の継手管に関し、より詳細には上杭と下杭とを接続するための継手
管に関する。
【背景技術】
【０００２】
　杭基礎に用いられる杭種の１つとして鋼管杭が広く知られている。杭は、一般に先端支
持力と周面摩擦力により構造物の荷重を支持するのであるが、先端支持力を得るための支
持層の深度が深い場合には、杭を順次継ぎ足さなければならない。すなわち、施工現場に
おいて、地盤にすでに埋め込んだ杭を下杭とし、これに上杭を接続する必要がある。
【０００３】
　従来、下杭と上杭とを接続する方法として、ボルト・ナットを用いる方法や溶接による
方法が知られている。これら方法のうち、溶接によって鋼管杭の上杭と下杭とを溶接する
場合は、開先の内側に裏当て金を添えることが困難である。このようなことから、特許文
献１，２に開示されるような外周に複数の突起を設けた円筒形の裏当て金が提案されてい
る。この従来技術によれば、突起の上下にそれぞれ上杭の下端及び下杭の上端が係止する
ことから、上杭の下端と下杭の上端との間に溶接のための隙間が形成され、裏当て金を当
てた状態で溶接をすることができる。
【０００４】
　しかしながら、この従来技術は溶接をする隙間に複数の突起が入り込んでいるので、突
起部分においては上下杭の溶接が不完全とならざるをえない。特に、鋼管杭の肉厚が薄い
場合は、肉厚寸法中に突起の突出長さ寸法が占める割合が大きくなり、突起部分の溶接が
不完全となりやすい。
【０００５】
　特許文献３には、裏当て金を使用せずに上下杭を溶接する技術が開示されている。この
従来技術は、上杭の下端部にテーパ面を有する絞込部と、これに連なる杭接続部を設け、
杭接続部を下杭に嵌合することにより、絞込部によって溶接のための開先が形成されるよ
うにしたものである。
【０００６】
　しかしながら、この従来技術は、上杭の下端部を下杭に嵌合させるため、上杭の肉厚を
下杭の肉厚よりも大きくしなければならない。上杭の肉厚を大きくすることは、同文献に
も記載があるように杭の水平耐力を高めるという観点では有効であるが、例えば、空頭制
限がある施工現場で短尺にした複数の杭を順次接合する場合、上方にゆくにつれて杭の肉
厚が不必要に大きくなるので、このような施工現場で用いる技術としては不適切である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開平１１－１５８８６６号公報
【特許文献２】特開２００９－２０３７３０号公報
【特許文献３】特開２００５－７６４１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　この発明は上記のような技術的背景に基づいてなされたものであって、次の目的を達成
するものである。
  この発明の目的は、溶接による高い接合強度を得ることができ、しかも施工現場に制限
されることなく簡単に上下杭を接合することができる鋼管杭の継手管を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は上記課題を達成するために、次のような手段を採用している。
  すなわち、この発明は、鋼管杭の上杭及び下杭を接合するための継手管であって、
  外径が最も大きい軸線方向の中間部と、
  この中間部の両端にそれぞれ連らなって形成され、外径が中間部の外径よりも小さい第
１縮径部と、
  この第１縮径部の端に軸線に直角な環状段差面を介して連らなって形成され、外径が第
１縮径部よりも小さくかつ鋼管杭の内径と略等しく、該鋼管杭が嵌合される第２縮径部と
  を備えたことを特徴とする鋼管杭の継手管にある。
【００１０】
　より具体的には、前記中間部の端と前記第１縮径部は環状テーパ面を介して連なってい
る。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明の継手管によれば、第１縮径部に環状段差面を介して連なる第２縮径部を形成
して、この第２縮径部に鋼管杭が嵌合されるようにしたので、鋼管杭の端面は環状段差面
に係止してそれ以上入り込まず、所定大きさの溶接のための隙間を確保することができる
。したがって、溶接による高い接合強度を得ることができる。また、溶接時には第２縮径
部は裏当てとして機能するので、溶融した金属が継手管内部に流れ出ることがなく、溶接
欠陥が生じるのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明による継手管の実施形態を示す正面図である。
【図２】同実施形態のものの平面図である。
【図３】図１のＡ部分を拡大して示す図である。
【図４】上杭及び下杭の接続状態を示す断面図である。
【図５】図４のＢ部分を拡大して示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　この発明の実施形態を図面を参照しながら以下に説明する。図１，図２に示すように、
この発明による鋼管杭の継手管１は、軸線方向の中間部２と、中間部２の両端にそれぞれ
連なる第１縮径部３，３と、第１縮径部３，３の端に連なる第２縮径部４，４とを備えて
いる。
【００１４】
　中間部２は外径が最大の部分であり、その外径は継手管１を介して接続される鋼管杭（
上杭及び下杭）の外径と略等しくなっている（図４参照）。第１縮径部３，３は、外径が
中間部２の外径よりも小さい部分であり、環状テーパ面５を介して中間部２の両端にそれ
ぞれ連なっている。第２縮径部４，４は外径が第１縮径部３の外径よりも小さい部分であ
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り、その外径は鋼管杭の内径と略等しくなっていて、図３に拡大して示すように、軸線に
直角な環状段差面６を介して第１縮径部３の端に連なっている。鋼管杭は、この第２縮径
部４に嵌合される（図４参照）。
【００１５】
　上記継手管１は、中間部２の肉厚と等しい肉厚を有する短尺鋼管の外周を切削加工によ
り削り出すことにより、第１，第２縮径部３，４、環状テーパ面５及び環状段差面６を持
つように形成される。継手管１の内径は軸線方向全体に亘って等しくなっている。
【００１６】
　次に上記継手管１を使用した鋼管杭の上杭及び下杭の接続方法について、図４を参照し
て説明する。施工現場において順次接続される鋼管杭の一方の端部には、工場において予
め継手管１が溶接により接合されている。すなわち、施工現場において既に地盤に埋設さ
れ、下杭１０となる鋼管杭の上端には工場で継手管１が接合されており、施工現場では継
手管１に上杭１１を溶接する作業が行われる。以下、施工現場での接合作業について説明
するが、工場での接合作業も全く同様である。
【００１７】
　上杭１１を継手管１に接合するには、図５にも拡大して示すように、まず、上杭１１の
下端部を第２縮径部４に嵌合する。嵌合された上杭１１は、その下端面１１ａの内周が環
状段差面６に当接して係止するので、それ以上は入らない。これによって、下杭１１の下
端面１１ａとテーパ面５との間に所定の大きさの環状の隙間すなわち溶接のためのルート
間隔が形成される。この隙間を埋めるように継手管１の全周に亘って溶接１２を行う。こ
れにより、上杭１１が継手管１に接合され、その結果として下杭１０に上杭１１が接続さ
れる。
【００１８】
　上記のような継手管１によれば、第１縮径部３に環状段差面６を介して連なる第２縮径
部４を形成して、この第２縮径部４に鋼管杭１０，１１が嵌合されるようにしたので、鋼
管杭１０，１１の端面は環状段差面６に係止してそれ以上入り込まず、所定大きさの溶接
のための隙間を確保することができる。したがって、溶接による高い接合強度を得ること
ができる。また、溶接時には第２縮径部４は裏当てとして機能するので、溶融した金属が
継手管内部に流れ出ることがなく、溶接欠陥が生じるのを防止することができる。
【００１９】
　上記実施形態では、中間部２の端と第１縮径部３との間がテーパ面５となっているが、
この間は環状段差面６と同様に、継手管１の軸線に直角な環状段差面としてもよい。この
場合、鋼管杭１０，１１の端面に、環状段差面６との当接部分を除いて、環状テーパ面が
設けられる。
【符号の説明】
【００２０】
　　１　　　継手管
　　２　　　中間部
　　３　　　第１縮径部
　　４　　　第２縮径部
　　５　　　環状テーパ面
　　６　　　環状段差面
　１０　　　鋼管杭（下杭）
　１１　　　鋼管杭（上杭）
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